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 ネオニコチノイド系農薬の一斉分析法を検討した。妥当性を確認後，流通農産品を買い上げ，農薬の残留実態を調査

した。調査検体 40 検体中 12 検体から 4 種類のネオニコチノイド系農薬が検出されたが，いずれも残留基準値内であっ

た。調査検体 40 件のうち国産品 29 件中 11 件から，輸入品 11 件中 1 件から農薬が検出された。検出率は国産品 38％,

輸入品 9％であった。 
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1 はじめに  

ネオニコチノイド系農薬は，昆虫の神経伝達を阻害す

る殺虫剤で，残効性が高く人畜への安全性が高いとされ

1)2)，現在，アセタミプリド，イミダクロプリド，クロチ

アニジン，ジノテフラン，チアクロプリド，チアメトキ

サム，ニテンピラムの7種類の農薬が農林水産省に登録

されている。ネオニコチノイド系農薬は広く使用されて

いるが，ミツバチの大量死との関連やヒトの発達神経毒

性の可能性が示唆され3)，国際的には使用を控える動き

がある。一方，国内では食品衛生法の残留基準値は海外

と比較して高い。また，平成30年の農薬取締法の改正に

伴い，登録済農薬の定期的再評価制度が導入され，令和

3年度にネオニコチノイド系農薬5種類も再評価が実施

されている。 

前回は水を抽出溶媒として用いる荻野ら4)の方法を参

考としたネオニコチノイド系農薬一斉分析法について報

告した5)。今回はこの方法を一部変更し，妥当性評価を実

施した。その後，宮城県内に流通する農産品及び農産加

工品を買上げ，残留ネオニコチノイド系農薬の実態調査

を行ったので報告する。 

 

2 方 法 

2.1 試 料 

妥当性評価はキャベツ，トマト，ぶどう及びほうれん

そうについて行った。宮城県内に流通した農産品の買上

げは令和 3 年 6 月 16 日から 7 月 14 日までに行い，ア

スパラガス，トマト，ぶどう，ブロッコリー及びほうれ

んそうの 5 種類 31 検体を調査した。アスパラガス，ぶ

どう，ブロッコリーでは国産品と輸入品を，トマト，ほ

うれんそうでは国産品のみを調査した。農産加工品（ぶ

どうジュース）は令和 3 年 3 月 19 日から 6 月 16 日ま

で買上げを実施した計 40 検体について調査を行った。 

2.2 標準品 

アセタミプリド，イミダクロプリド，クロチアニジン，

ジノテフラン，チアクロプリド，チアメトキサム，ニテ

ンピラム，CPMA の各標準品，ネオニコチノイド系農薬

混合標準液（CPMF 含む）は富士フイルム和光純薬を用

いた。 

CPMA を除く標準品 9 種類をそれぞれアセトニトリ

ルに溶解し，1000µg/mL の標準原液を調製した。CPM

A は標準品を水に溶解し，1000µg/mL の標準原液を調

製した。CPMA 以外の各農薬標準原液を混合し，メタノ

ールで 100µg/mL に調製したものを 9 種混合標準液と

し，メタノールで適宜希釈して使用した。CPMA 標準原

液は水で適宜希釈して使用した。 

妥当性評価には原末から調製した標準液を使用したが，

ニテンピラムの代謝物 CPMA及び CPMFの標準品を入

手できず，妥当性評価を実施できなかった。 

なお，買上げ品調査時は CPMA 標準品を入手し，また

CPMF を含む混合標準液を使用することで参考値とし

てニテンピラムを定量した。 

2.3 試薬等 

アセトニトリル（関東化学（株）LC/MS用），メタノ

ール（関東化学（株）LC/MS用），アセトン（関東化学

（株）残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃縮)），ヘキサ

ン（関東化学（株）残留農薬試験・PCB試験用(300倍濃

縮)），ギ酸（富士フイルム和光純薬（株）LC/MS用），

酢酸アンモニウム（関東化学（株）特級）を使用した。

また精製用カラムはInertSep GC/PSA 500mg/500mg/ 

6mL（ジーエルサイエンス(株））を使用した。 

2.4 装置及び測定条件 

装置及び測定条件を表1に示す。MRM条件は既報5）を

参照願いたい。 
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表1 

 

2.5 試料溶液の調製 

 農産品はドライアイスを用いて凍結粉砕し，ぶどうジ

ュースは十分に混和して用いた。検体5.0ｇを秤量し，水

25mLを加え30分間振とうした後，2500rpmで20分間遠

心分離した。上清をろ過（No.5A，アドバンテック）し

てろ液を採取した。沈渣に水15mLを加え10分間振とう

後, 同様にろ液を採取し, ろ紙上の残渣を水で洗浄し，水

で50mLに定容したものを抽出液とした（図1）。抽出液

を正確に2mL分取し，アセトニトリル10mLを加え混和

した。ヘキサン，アセトン，アセトニトリルでコンディ

ショニングしたInertSep GC/PSA に，この混和液全量

を負荷し，通過液を採取した。さらにアセトニトリル8ｍ

Lで溶出し，溶出液を採取した。これらを合わせて40℃

以下で減圧濃縮，窒素吹き付け乾固を行った後，20％メ

タノールで溶解，4mLに定容し，これをLC-MS/MS試験

溶液とした（図2）。 

 妥当性評価は，試料中濃度がそれぞれ0.1ppm及び

0.01ppmになるよう標準希釈液を添加して行った。 

 ニテンピラムは代謝物の妥当性評価を実施できなかっ

たので実態調査は参考値扱いとした。 

 

図1 抽出フロー図 

 

図2 精製フロー図 

 

3 結 果 
3.1 妥当性評価 

試料中濃度0.01ppmの添加回収試験では，真度は66～

96％，併行精度は0.8～9.1%，室内精度は3.7～15.3%で

キャベツのクロチアニジンの真度以外は妥当性評価ガイ

ドライン6)の目標値を満たした。0.1ppmの添加回収試験

では，真度は76～92％，併行精度は1.5～7.0%，室内精

度は3.1～14.4％で妥当性評価ガイドラインの目標値を

満たした。（表2） 

3.2 買上げ品調査 

買上げ品調査では，いずれの検体からも食品衛生法の

残留基準値又は一律基準値を超過して検出する農薬はな

かった。検出状況を表3に，検出濃度を表4に示す。 

ブロッコリーはネオニコチノイド系農薬を検出しなか

った。アスパラガスは7検体中1検体からニテンピラム，

トマトは5検体中1検体からジノテフラン，ぶどうは8検

体中2検体からイミダクロプリドとジノテフランを検出

した。ほうれんそうは5検体中4検体からイミダクロプリ

ド，クロチアニジン，ジノテフランを検出した。ぶどう

ジュースは9検体中4検体からクロチアニジンとジノテ

フランを検出した。ほうれんそうとぶどうジュースは，

それぞれ1検体から2農薬を検出した。 

農産品からの検出は，国産品が25検体中7検体，輸入品

が6検体中1検体で，31検体中8検体だった。農産加工品

は，国産品の4検体全てから農薬が検出され，輸入品5検

体から農薬は検出されなかった。 

農薬の検出は，全体で12/40(30.0%)検体，国産品では

11/29(37.9%)検体，輸入品では1/11(9.1%)検体であった

（図3）。 

検出農薬は4種類14件で，最も多く検出された農薬は

ジノテフランが5件で35.7%だった。農産品ではイミダク

ロプリドが，農産加工品ではクロチアニジンが最も多く

検出された（図4）。 

 

 

装置 Agilent Technologies 1260 Infinity series

分析カラム L-colum2 ODS 2.1×100mm，粒子2µｍ

A液：0.1%ぎ酸・5mM酢酸アンモニウム水溶液

B液：アセトニトリル

min 0 1 14 19 19.01 30

A　% 90 90 5 5 90 90

B　% 10 10 95 95 10 10

カラム温度 40℃

流量 0.2mL/min

注入量 10µL

装置 AB SCIEX QTRAP4500

イオン化法 ESI(+)

IS 4500(V)

TEM 500(℃)

HPLC

移動相

グラジエント

MS/MS
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表 2 妥当性評価結果 

 

 

表 3 買上げ品調査結果 

 

 

表 4 残留農薬検出濃度 

 

 

 

 

 

 

図 3 農薬検出検体数 

 

真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度

(%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%)

ガイドライン目標値 70～120 25> 30> 70～120 25> 30> 70～120 25> 30> 70～120 25> 30>

アセタミプリド 81 5.3 10.7 79 3.4 15.1 92 3.8 6.0 86 3.0 4.5

イミダクロプリド 77 5.0 9.8 74 4.0 9.6 85 3.2 5.0 90 3.5 8.7

クロチアニジン 66 8.7 13.8 88 4.8 11.2 96 9.1 9.9 86 4.1 15.3

ジノテフラン 73 4.6 11.6 76 2.5 13.5 88 3.5 3.7 82 3.8 9.0

チアクロプリド 80 5.9 9.4 83 3.1 7.5 87 1.9 4.2 83 2.5 6.7

チアメトキサム 78 4.7 9.7 83 3.0 6.1 86 3.5 6.7 86 0.8 9.0

ニテンピラム 79 4.2 5.8 82 5.2 8.6 87 3.6 5.1 86 1.7 4.8

真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度 真度 併行精度 室内精度

(%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%) (%) (RSD%) (RSD%)

ガイドライン目標値 70～120 15> 20> 70～120 15> 20> 70～120 15> 20> 70～120 15> 20>

アセタミプリド 83 5.0 10.9 85 4.8 11.4 92 3.1 3.1 87 2.6 3.7

イミダクロプリド 83 4.8 14.4 84 3.9 11.1 89 3.1 3.2 88 3.9 5.5

クロチアニジン 76 6.4 10.9 86 5.1 14.2 92 5.3 7.0 86 7.0 12.1

ジノテフラン 82 2.6 10.9 85 2.8 14.2 92 5.1 5.8 92 4.2 4.7

チアクロプリド 82 3.5 11.1 84 2.3 10.6 89 3.5 3.7 87 2.6 3.3

チアメトキサム 82 6.2 11.6 85 1.9 9.5 91 4.1 4.5 90 1.5 3.7

ニテンピラム 81 1.9 9.8 83 2.9 9.4 89 3.9 4.0 90 3.4 4.3

0.01ppm

0.1ppm

トマト ぶどう　 ほうれんそうキャベツ

検体数 検出検体数 アセタミプリド イミダクロプリド クロチアニジン ジノテフラン チアクロプリド チアメトキサム ニテンピラム

アスパラガス 7 1 0 0 0 0 0 0 　1※1

国産 5 1 0 0 0 0 0 0 　1※1

輸入 2 0 0 0 0 0 0 0 0

トマト 　      　  　　　　　国産 5 1 0 0 0 1 0 0 0

ぶどう 8 2 0 1 0 1 0 0 0

国産 5 1 0 0 0 1 0 0 0

輸入 3 1 0 1 0 0 0 0 0

ブロッコリー 6 0 0 0 0 0 0 0 0

国産 5 0 0 0 0 0 0 0 0

輸入 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ほうれんそう      国産 5 　4※2 0 3 1 1 0 0 0

小計 31 8 0 4 1 3 0 0 1

国産 25 7 0 3 1 3 0 0 1

輸入 6 1 0 1 0 0 0 0 0

ぶどうジュース 9 　4※2 0 0 3 2 0 0 0

国産 4 　4※2 0 0 3 2 0 0 0

輸入 5 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 40 12 0 4 4 5 0 0 1

国産 29 11 0 3 4 5 0 0 1

輸入 11 1 0 1 0 0 0 0 0

定量下限値0.01ppm　 ※1 ニテンピラムの定量値は参考値　※2 複数農薬検出　

試料 国産輸入 農薬名 濃度(ppm) 基準値(ppm)

アスパラガス 国産 ニテンピラム 0.06* 2

トマト 国産 ジノテフラン 0.06 2

ぶどう 国産 ジノテフラン 0.02 15

輸入 イミダクロプリド 0.03 3

ほうれんそう 国産 イミダクロプリド 0.03，0.03，0.23 15

クロチアニジン 0.05 40

ジノテフラン 0.35 15

（ぶどう）

ぶどうジュース 国産 クロチアニジン 0.01，0.01，0.03 5

ジノテフラン 0.02，0.05 15

※ ニテンピラムの定量値は参考値
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図 4 検出農薬 

 

4 まとめ 
今回の調査では 5 種類の農産品のうち 4 種類の農産

品と 1 種類の農産加工品からネオニコチノイド系農薬

が検出された。 

 調査検体 40 検体中 12 検体から 4 種類のネオニコチ

ノイド系農薬が検出され，国産品の検出率は輸入品に比

べて高いことが分かった。また検出濃度は 0.01ppm～

0.35ppm で，基準値を超えて検出されたものはなかっ

た。 

以上のことから，農産品の種類の違いによる差はある

ものの，ネオニコチノイド系農薬が日本では広く使用さ

れていることが分かった。また輸入品の検体数は少ない

ものの，検出数は 1 件で，今回調査を行った国ではネオ

ニコチノイド系農薬の使用を抑制していることが示唆

された。 
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